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社員の福利厚生制度である「カフェテリア・プランの具体的な取扱いに関する一部改正に

ついて」の通達が 10月 18日に出されました。 

通達では、カフェテリア・プラン旅行補助ポータル内「宿泊のみ商品」は「2023 年 1 月

31日宿泊分までで終了する」と記載がありますが、会社は通達を出す一方で社員への周知や

説明が曖昧であり、改正する理由や販売終了となった経緯が不明でした。 

現場社員から「鉄道を利用しない旅行については、今後カフェテリア・プランを活用でき

なくなるのではないか」「改正後はダイナミックレールパック商品のみでしか利用できない

のか」など、疑問や不安の声が寄せられたことから、東日本ユニオンは「安心して利用でき

る制度」とするために社員への周知徹底を求めて申し入れを行いました。 

東日本ユニオンは、ＪＲ東日本で働く社員、組合員と家族のために福利厚生制度のほか、

賃金引き上げなどの労働条件の向上や職場の諸問題解決に向けて団体交渉で経営側と議論す

るなど、様々な取り組みを進めています。 

労働組合として働く者の視点から、企業活動をチェックする取り組みを今後も継続してい

きます。 

１１月２５日付で 


